
 

五月の連休は不景気の風も何のその高速道路は各地の大渋滞のニュースでしたが、あっという間

に休みが終わり今年も総会の季節を迎えました。 

ひだまりの総会は５月１０日(日)にあけぼの園食堂をお借りして午前

中の障害児者の将来を守る父の樹会総会に引続き午後実施しました。ひ

だまり正会員は現在１９名でそのうち１７名が出席し、委任状提出が２

名でした。議事は２０年度事業報告と収支決算並びに監査報告、２１年

度事業計画と収支予算のすべてが賛成多数で承認されましたので、その

概要をお知らせします。 

■２０年度の状況にいて■ 

①メープルリーフは千葉市障害福祉サービス事業者として重度の方を対象とする行動援護の対応

を強化するとともに、千葉市及び近隣市指定移動支援事業者として移動支援サービスの充実にも努

めました。 

②障害児者の将来を守る父の樹会の事務局として諸活動の運営と、経理面では予算執行と決算書作

成を受持ち、その役割はますます拡がっています。 

③成年後見制度への取組みは長期的な視点で実行しています。２０年度もひだまり主催セミナーを

本年１月１８日に１００名を超える多くの参加を得て開催しました。仲間づくりを広げるコミュニ

ティー・フレンド活動の紹介も行いました。父の樹会と共同で作成した「この子の記録」を本年３

月に配布しました。 

④就労支援は父の樹会支援グループの実務を担当し、基礎データ作成、永年勤続表彰の実行と企業

への感謝状贈呈訪問を支えました。 

■２１年度の事業計画について■ 

メープルリーフについては、障害者自立支援法見直しによる報酬改定が行われましたが、基本報

酬部分は従来とほぼ変わらず、新設された特定事業所加算の取得対象事業

所となるよう、ヘルパー研修に力を入れサービスの質の向上を図ることで、

収入増につなげるよう努めます。行動援護は本年度から５時間以上のサー

ビス提供（一日最大８時間まで）が可能になり、長時間サービスに対応出

来るようになります。移動支援事業は行動援護の利用に配慮しつつ、より

良いサービスを提供できるよう努めます。 
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父の樹会の業務運営受託はこれまでと変わりませんが、経理面での一層の明確化と理事会各グル

ープの要望に応えていきます。 

成年後見制度は制度自体の一層の理解促進を図ると共に、親族が後見人（補助、補佐を含む）に

なることを勧める活動を始めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新しい取組み■ 

災害発生時の緊急対処の検討を始めます。緊急時の障害者への対応

は基本的に各自治体の責任ですが、地域によって温度差が感じられま

す。また、各ご家庭によっても準備に差があるでしょうし、災害は何

時やってくるか分かりませんが、まず対策の検討から開始し、対処の

ためのマニュアルづくりまでを当面の目標とします。 
 

 

 

 

 

 

 

ひだまりは、地域生活支援事業、成年後見制度の取り組み、障害児者の将来を守る父の樹会の

受託業務など多岐にわたる活動をしていますが、財政的には非常に厳しい状況です。今後もひだ

まりの事業が継続できますよう多くの皆様にご協力をお願いしたいと思います。昨年度は１０１

名の方々に賛同していただきました。本年度も、おひとりでも多くの皆様に会員になっていただ

けると助かります。ご協力いただける方は、下記の要領でお申し込みをお願いします。 

 

 

ひだまり賛助会員大募集 ! 
 

  

・後見人の引き継ぎが確保される 

家庭裁判所はいったん後見人を選任すると、その後見人に継続できない理由が生じた

ときには必ず後任の後見人を選任する義務を負います。つまり誰かが後見人になって

くれるということです。 

・引き継ぎの後見人への情報提供 

後見人は年に一回活動報告書を家庭裁判所に報告します。毎年の活動報告書が基調な

情報として後任の後見人に伝達されます。 

・家族や親族と本人との関係の客観化 

後見人になると、本人を自分の子供や兄弟としてだけでなく、１人の個人として向き

合うことになり、本人の自己決定や自立への道が広がることが期待できます。 

『家族・親族など身近な方からまず成年後見人になること』をお勧めする理由 

 

◆賛助会費・・・・一口  ３，０００円から何口でも結構です（一年間） 

◆振込先・・・・・郵貯銀行 【口座番号】００１１０－３－７３９４４０１ 

【口座名称】特定非営利活動法人 ひだまり 

◆連絡先・・・・・ひだまり事務局 田川・久保井  Tel：０４３－２５８－８６０４ 


